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安全統括管理者及び運航管理者研修

海難の現況と海難防止対策
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１ 海難の発生状況
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１ 海難発生状況

【船舶海難隻数の推移(全国)】

4

2306
2158 2137

2014 1977
2189

2058 1961 1942 1882

84
100

48 56

82 75
64

97

62 66

0

50

100

150

0

500

1000

1500

2000

2500

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

船舶海難隻数 死者・行方不明者

（隻） （人）

過去10年間
で最少



（隻） （人）

【船舶海難隻数の推移(北海道)】
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１ 海難発生状況

うち旅客船KAZU1
の乗客24名、乗員2名



【船舶種類別発生状況(全国)】 【トン数別の船舶海難
隻数推移(全国)】
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１ 海難発生状況



【船舶種類別発生推移(北海道)】
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１ 海難発生状況



【貨物船海難の推移(全国)】

海難種類別発生推移 衝突の原因別推移

１ 海難発生状況
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１ 海難発生状況
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【貨物船海難の推移(北海道)】

海難種類別発生推移
（隻）

衝突の原因別推移
（隻）
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【タンカー海難の推移(全国)】

海難種類別発生推移 衝突の原因別発生推移

１ 海難発生状況
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１ 海難発生状況
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【タンカー海難の推移(北海道)】

海難種類別発生推移 衝突の原因別発生推移
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【旅客船海難の推移（全国）】

海難種類別発生推移 単独衝突の原因別発生推移

１ 海難発生状況
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１ 海難発生状況
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【旅客船海難の推移（北海道） 】

海難種類別発生推移 乗揚の原因別発生推移
（隻）（隻）
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２ 海難防止対策

14



北海道地方の過去５年間の海難発生状況を見ると、貨物船等による海難は、衝突
海難が海難全体の６割を占め、その原因は不可抗力とされるものを除くと、人為的
要因が発生原因のほとんどを占めている。

衝突海難の原因内訳は、操船不適切、見張り不十分が占めており、 「適切な操船」
及び「見張りの徹底」がポイントである。

２ 海難防止対策

15

（1）貨物船等の海難防止対策

対 策

傾 向



適切な操船（航法を守り、見合い関係に応じた適切な操船）

２ 海難防止対策
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衝突海難の防止対策

見張りの徹底等（常時、適切な見張り及び国際VHFの常時聴取）

➢衝突するおそれがあると判断した場合は、海上衝突予防法等の航法を守り、早目の

衝突回避措置

避航船は、早期かつ大幅な動作（変針、減速等）

保持船は、①針路・速力を保持、②避航船の相手船の動作が理解できない時などは、

汽笛信号を実施するとともに衝突を避けた変針・減速等を考慮

➢針路 、速力を変更する場合は、相手船にわかるよう大幅に変更する 等

➢目視のほか、レーダー、ＡＩＳ等を適切に使用し、衝突のおそれの有無を適切に判断

➢見過ごし、思い込みによる危険を防止するための声だし確認

国際VHFの常時聴取及び相手船の意図が不明確な場合は、積極的なコミュニケー

ションで確認（国際ＶＨＦ、汽笛信号（直前）等を活用）

➢視界不良時等の増員配置 等



２ 海難防止対策
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(2)係留避泊中の事故防止対策

➢令和3年2月、釧路港において、発達低気圧の接近に伴い、港則法に基づく第一警戒

体制（荒天準備）を勧告

➢釧路港西区において、外国籍貨物船（18,320DWT）が係留避泊中、係留索がうね

り等の影響により次々に破断

事故事例

➢釧路港の荒天時の状況動画（釧路海上保安部ホームページ提供）

①係留索が破断した状態

②タグボートの支援を受け着岸 ③該船に移乗する海上保安官 ④釧路市職員と合同による安全指導



２ 海難防止対策
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対 策

➢令和3年7月

釧路海上保安部は、本事案を踏まえ、港湾の地理的要素及び海象の要素を加味した

港長勧告及び走錨注意情報の基準を見直し

➢令和4年7月

港湾管理者は、港湾の特性を踏まえ、港湾管理条例を根拠とした有義波高及び有義

波周期を基準とする新たな避難基準（自主ルール）を策定

➢令和4年11月24日

港湾管理者は、発達低気圧の接近に伴い、避難基準に達すると判断し、最初の「船舶

避難情報」を発出

➢令和5年3月

港湾管理者は、海事関係者の要望に基づき、避難基準の一部を改正

（RORO船の基準追記、避難時期の明確化）

➢令和5年8月27日

港湾管理者は、台風10号の影響に伴い、制度創設2回目となる「船舶避難情報」を

発出



２ 海難防止対策
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避難基準

(係留船舶等の義務)

第18条 船舶の係留又は荷役等に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければ

ならない。

(1) ～(4) 略

(5)荒天候のおそれがあるときは、速やかに適当な措置をとり、いつでも離係でき

るよう準備し、離係に関する市長の指示を受けたときは、直ちに従うこと。

この場合において、市長の指示を受ける前に、当該船舶を損傷し、又は防げん

材その他の接岸のための施設を破損するおそれがあるときは、直ちに臨機の

措置をとること。

(6)略

釧路市港湾施設管理条例施行規則



２ 海難防止対策
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➢釧路港西港区（西港船溜物揚場を除く）に着岸中の船舶に対する荒天対策は、原則として、

次の通りとする。

（１）釧路港の有義波実況（＊リアルタイムナウファス）において、波向が南寄りで、有義波高

3.0ｍ以上かつ有義波周期9.0秒以上の場合は、係留を強化するとともに状況に応じて

避難を検討するものとする。

（２）波向が南寄りで有義波高3.0ｍ以上かつ有義波周期12.0秒以上の予測値（ランプウェイ

を備え船体動揺を軽減できるRORO船は対象外）、又は、波向が南寄りで有義波周期が

15.0秒以上の予測値（全ての船舶が対象）を得た場合は、釧路市は予測値に達する*¹前

日の正午までに船舶避難情報を発出することを原則とし、船舶は予測値に達する前及び

指定された時間までに早期避難を行うものとする。*²また、入港予定船舶は西港区の着

岸を見合わせるものとする。

*¹前日の正午以降に上記の基準を超える予測値を得た場合はその時点で発出する。

*²着岸について、船舶はリアルタイムナウファス釧路港有義波実況にて基準値以下を確認

し、それ以降の気象海象を勘案のうえ、自船が安全と判断した場合とする。

＊国土交通省港湾局 リアルタイムナウファス 釧路港 有義波実況

https://nowphas.mlit.go.jp/yugiha_graph/613/7/

避難基準

釧路港安全対策協議会合意事項



（１）苫小牧港 出光北海道シーバース

（2）事故防止対策

【荒天時の対応】

①南寄りの風が風速１５ｍ以上連吹し、走錨の可能性あると判断する場合には、港則法第３９条４

項による「走錨注意情報（出域勧告）」を発出

②錨泊船舶は、通常時からＡＩＳ、レーダー及びカメラを活用して動静監視を実施

③台風接近など荒天（強風）が予想される場合には、錨泊船舶の監視を強化し、早い段階で「注意

喚起」を発出、状況に応じて巡視艇により錨泊船舶に対し直接指導を実施

④勧告を発出する可能性が高い場合には、港長から錨泊船舶の船長に対して、勧告に関する説明

レターを発出（代理店経由で伝達）

⑤勧告に従わない錨泊船舶がいる場合には、港則法第39条３項による退去命令を発出

【平常時の対応】

①代理店等の人事異動を踏まえ、苫小牧港における過去の海難事例や港則法についての理解の

場を設けるため、港長主催の定期的な研修を開催

②停泊船に対する立入検査や安全指導など直接訪船時において「走錨等に起因する海難防止パ

ンフレット」を配布し、船長等に対する安全啓発活動を継続

２ 海難防止対策
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(2)荒天時の走錨等に起因する事故の防止

重要施設の事故防止対策 出光北海道シーバース

苫小牧港



２ 海難防止対策
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重要施設以外の海域

（１）重要施設以外の施設（地元協議会の自主ルールによる対策）
①石狩湾港 北海道ガス(株)石狩LNG基地桟橋
②苫小牧港（東港区） 北海道石油共同備蓄桟橋（国家・民間石油備蓄基地の共用桟橋）
③釧路港 西区

（２）事故防止対策
①石狩湾港 第一体制（警戒勧告）時に防波堤外、第二体制（避難勧告）時に防波堤内外で
の錨泊を自粛することを勧告内容に既定

②苫小牧港 東港区の錨泊時の安全対策（西寄りの風）を自主ルールに既定
③釧路港 走錨注意情報による注意喚起を実施

北海道ガス(株)
石狩LNG基地桟橋

北海道石油共同備蓄桟橋

石狩湾港 苫小牧港（東港区）



安全確保のために！

➢経営トップの責務の自覚・安全意識の向上

➢経営トップによる各級管理者、船長・乗組員への安全方針の伝達

➢船員の教育、研修

➢安全管理規程に沿った対策の実施 等

安全意識の向上（安全統括管理者へ）

具体的な対策の実施（運航管理者へ）
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２ 海難防止対策

➢遵守事項、確認事項の船橋掲示

➢事故事例、ヒヤリ・ハット事例の周知・共有

➢船員の教育、研修

➢船橋当直の実施方法の点検、改善

➢船橋当直環境の点検、改善（老朽機器の更新、搭載非義務船へのＡＩＳ搭載等）

➢事故が発生した場合の様々な負荷を周知

社会的な責任の発生（民事・刑事責任、道義的な責任等）

会社が被る損害（運航休止に伴う利益損失、信用の喪失等） 等



夏季にはマリンレジャー活動が活発化し、遊泳中の事故などが懸念されるところ、第
一管区海上保安本部では、７月16日から８月31日を「夏季安全推進活動期間」と定め、
遊泳中の死亡事故ゼロ等を目指した取り組みを展開します。
また、７月16日から７月31日までの間は、全国の海事
関係者が一体となって事故防止に取り組む「海の事故ゼ
ロキャンペーン」となっています。

２ 海難防止対策
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海の事故ゼロキャンペーン

(1)遊泳者に対して
・未成年者の遊泳事故防止の推進
・管理された海水浴場での遊泳の推進
・飲酒遊泳の危険に関する周知

(2)釣り人に対して
・移動中の足元確認(不注意による海中転落の防止)
・ライフジャケットの着用推進
・複数行動の励行(事故発生時の早期通報、早期救助)

(3)プレジャーボート運航者に対して
・自船の安全確保３つの基本の周知啓発
・整備事業者等による定期的な点検整備の推奨
・最新の気象情報の入手と早期判断の励行

R5D海の事故ゼロキャンペーンポスター



北海道沿岸及び周辺海域では、春から

秋にかけて霧の多発するシーズンを迎え

ます。霧による視界不良のため、航行する

船舶は｢衝突｣や｢乗揚げ｣などの海難に至

る危険性が高くなり、過去には、外国籍の

貨物船と小型漁船が衝突し、漁船の乗組

員３名の方が亡くなる事故も発生してい

ます。

このため、第一管区海上保安本部では、

各種安全対策協議会等を通じた外国船舶

等への安全啓発を行うほか、訪船指導、

海難防止講習会等の機会を捉え安全指導

を行い、濃霧による狭視界時の船舶海難

ゼロを目指します。

２ 海難防止対策
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濃霧による狭視界時の海難防止



AIS搭載船舶の船名、船の長さ等の静的情報、位置、速力等の動的情報及び仕向港、
到着予定時刻等の航海関連情報をリアルタイムに把握し、沿岸海域においては、乗揚げ
の恐れのある船舶や荒天時に走錨の恐れのある船舶に対し、国際VHF及びメッセージ
により注意喚起するとともにAIS搭載船舶に海難情報や気象海象情報等の各種航行安
全情報を提供することにより、海難の未然防止を図ることを可能とするシステムです。

２ 海難防止対策

【個別注意喚起】

【各種情報の提供】

AISを活用した航行支援システム
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３ お知らせ
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海上保安庁では、海洋関係機関が収集・保有している海洋情報を集約し、衛星情報や
海上気象の情報などを地図上で重ね合わせて表示で出来る情報サービス「海洋状況表
示システム（愛称：海しる）を提供しております。 ※平成３１年４月17日から運用開始

３ お知らせ

海しる
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全国各地の灯台等132箇所で観測した局地的な気象・海象の現況、気象庁が発表す
る気象警報・注意報、ミサイル発射や避難勧告等に関する緊急情報、海上工事や海上行
事等の状況に関する海上安全情報、海上模様が把握できるライブカメラ映像等を提供
しております。
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３ お知らせ

海の安全情報
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３ お知らせ

「海の安全情報」で提供している情報
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３ お知らせ

海の安全情報(沿岸域情報提供システム)
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３ お知らせ

和歌山県 潮岬の沿岸域に推薦航路を設定


